
第 1 表の付表 2（令6.7）    

承継

（第１表のその人の「㉒欄」若しくは「㉗欄」又は第１表の付表１の６のその人の「還付される税額」欄に金

額の記載がある場合）に記入します。

※ 振込みによる受取りをご利用されない方は、ゆうちょ銀行各店舗又は、郵便局の窓口での受取りとなりますので、受取りに利用される郵便局名等を記入してください。
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※ 一部のインターネット専用銀行については、還付金の振込みができませんので、振込みの可否について、あら
かじめご利用の銀行にご確認ください。

沿って

「㉒欄」若しくは「㉗欄」


